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１　公然と誹謗中傷するような行為については、「刑法」において、
「名誉棄損罪」や「侮辱罪」などの犯罪行為として禁止されており、
違反したものは罰せられることとなっております。
　さらに、軽犯罪法や県の「迷惑行為等防止条例」により、刑法で対
応しきれない誹謗中傷行為にも一定の規制がなされております。
　また、市の法律相談弁護士からは、条例によって誹謗中傷を禁止す
る場合の法的な問題点として、憲法第21条で保障された「表現の自
由」との関係から、誹謗中傷と正当な批判との線引きや、行政が個別
の発言等の違法性を判断することは極めて困難であり、慎重な対応が
必要である、とのご意見を頂いております。
　これらのことから、公然と誹謗中傷するような行為を禁止する条例
を制定することは困難であります。
　

２　誹謗中傷に関する通報窓口の設置及び警察との連携体制について
は、市に誹謗中傷に関する人権相談が寄せられた場合は、市民部ダイ
バーシティ推進課において、人権に関する相談等を所管する法務局を
はじめ関係機関へ適切につなげているところであります。
　なお、人権相談については市民部ダイバーシティ推進課が窓口と
なっていること、市屋外広告物条例に違反する広告物の撤去について
は都市構想部開発建築法務課が窓口になっていることに関して、市民
の皆様に市ウェブサイトなどにおいてその周知に努めてまいります。
　また、警察との連携については、捜査機関である警察と情報を共有
するとともに、警察によるパトロール強化を依頼するなど適切な対応
を図っているところであり、今後も引き続き、警察との緊密な連携に
より、誹謗中傷行為に対応してまいります。

１　公然と誹謗中傷するような
　行為を禁止する条例を制定す
　ること。

２　誹謗中傷に関する通報窓口
　の設置及び警察との連携体制
　を講じること。



年　度 都市構想部 教育委員会 その他 合計

令和５年度 ２６人 ０人 ０人 ２６人

令和６年度 ２７人 １１人 ０人 ３８人

令和７年度
（当初）

２９人 ２２人 ０人 ５１人

令和７年度
（見直し後）

９０人 ５３人 ３４４人 ４８７人

年　度
その他
の違反

令和５年度 １２枚

令和６年度 １１枚

令和７年度 ４枚

(１)　身分証の交付状況
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３　無許可の屋外広告物の速や
　かな撤去を行うこと

３　無許可の屋外広告物の撤去につきましては、令和６年度
に、違反ポスターが頻回に掲出されるようになったことを受
け、学校職員が違反広告発見時に即時撤去を行うことができる
よう教育委員会に補助執行させる体制を整え、対応に努めてき
たところであります。
　今回、掲出件数の増加と掲出範囲の拡大に対応するため、新
たに本庁や行政センター職員など４３６名に撤去のための身分
証を交付し、これまで以上に速やかな撤去を行うことができる
よう体制の強化を図りました。

(２)　違反広告の撤去枚数(簡易除却）

１，２２４枚 １，２２８枚

11月10日現在

本請願関係 合計

６５枚 ７７枚

１，４２３枚 １，４３４枚


